
$安定：異常値であっても治療開始前の値に回復した場合
*適用なアミノグリコシド系薬剤，および症例によってはフルオロキノロン（FQ）剤を使用することも考慮する。
**既に EB，SM，FQ剤を使用していた場合には，INH，RFPが使用可能と判断されたら SM，FQ剤は適宜中止する。

肝障害が起きた場合の対処法

　

肝炎症状があり，肝酵素が基準上界値の3倍以上に上昇

肝炎症状がなくても，肝酵素が基準上界値の5倍以上に上昇

抗結核薬を中止して肝機能検査

肝機能正常
症状軽快または抗結核薬に無関係

同じ薬剤を再開

当初から
胆汁うっ滞型肝機能異常

　

INHを追加＊

1週間後肝機能検査

　

肝機能が安定$なら，
PZAを追加

　
1週間後肝機能検査

　

肝機能が安定なら，
INH，EB，PZA＊で治療＊＊

（RFPによる胆汁うっ滞を想定）

　

残りの期間中，毎月
肝機能検査

当初から
肝細胞型の肝機能異常パターン

　

RFPを追加＊

1週間後肝機能検査

　

肝機能安定$なら，
INHを追加

　
1週間後肝機能検査

肝機能が安定なら，
EB，RFP，INHで治療＊＊
（PZA肝炎を想定）

　

残りの期間中，毎月
肝機能検査

肝機能異常

治療は必須か？

肝機能値不変または
正常に回復

Yes No

EB，SMおよびFQを
使用

治療を中止し，毎週
肝機能検査

肝機能が悪化したら
RFPを中止，

その後毎週肝機能検査

　

肝機能正常～安定なら，
再度，INHを1週間試みる

　

肝機能検査

　

肝機能が安定なら，
PZA＊を追加

　

肝機能検査

　

肝機能が安定なら，
INH，EB，PZA＊で治療
（RFP肝炎を想定）

　

残りの期間中，毎月
肝機能検査

原因が認められず自覚症状が持続・悪化する場合には適

宜検査を繰り返す。

（ 2）異常値が出現した場合の対処（図）

a）薬剤中止の判断

　①自覚症状がない場合：ASTまたは ALT値が基準値

上限の 5倍以下（概ね150 IU/L）であれば，肝機能検査

を 1週間ごとに繰り返し，上昇傾向がなければ抗結核剤

はそのまま続ける。ASTまたは ALTが基準値の 5倍以
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